
◎教育長報告

◎議案

番号 案件名 課名

議案第24号 直方市教育施策要綱について 各課

議案第25号
直方市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則につ
いて

教育総務課

議案第26号
学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱の一部を改正する告
示について

教育総務課

議案第27号
直方市学校適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示につ
いて

学校教育課

議案第28号 直方市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について
文化・スポーツ
推進課

議案第29号
直方市体育館防犯カメラ設置運用要綱の一部を改正する告示
について

文化・スポーツ
推進課

◎報告事項

番号 案件名 課名

報告第32号 3月定例市議会一般質問について 各課

報告第33号 教職員研修補助金交付要綱を廃止する告示について 学校教育課

報告第34号
直方市学校保健会補助金交付要綱の一部を改正する告示につ
いて

学校教育課

報告第35号
直方市保育所等給食支援費補助金交付要綱の一部を改正する
告示について

こども育成課

報告第36号
直方市文化芸術奨学補助金交付要綱の一部を改正する告示に
ついて

文化・スポーツ
推進課

◎その他 ・4月行事について（学校教育課　当日配布）

・令和5年度教育委員会日程表について

・会議録署名委員の指名について

3月定例教育委員会　付議案件表



令和5年2月8日～令和5年3月14日

2月 8 水

9 木 教育長会議、教科用図書調査研究協議会（北九州教育事務所）

10 金 小中一貫教育推進本部会

11 土

12 日

13 月 徹底反復学習訪問（南小）

14 火 教職大学院研究報告会（オンライン）

15 水 若年教員研修1年目閉講式（北九州教育事務所）

16 木

17 金 直方川づくり交流会 提案説明

18 土

19 日

20 月 一般質問

21 火 一般質問

22 水 一般質問

23 木

24 金 教育研究所論文表彰式・発表会 一般質問

25 土

26 日

27 月 市長表敬訪問同席

28 火 市中学校教科等研究会 質疑

3月 1 水 ３月定例校長会議

2 木

3 金 教育研究所2年次研究員修了式 質疑

4 土

5 日

6 月 委員会

7 火 委員会

8 水 臨時教育長会議、臨時校長会議 委員会

9 木 中学校卒業式（一中、三中、植木中） 委員会

10 金 学校訪問（東、上頓野、中泉、二中） 採決

11 土

12 日 仮称）福地小学校150周年いきいきフェスタ

13 月 二中卒業式、学校訪問（一中、三中、植木中）

14 火 小学校卒業式（南、北、感田、福地、植木、東）、定例教育委員会

教育委員会行事報告
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令和5年3月15日～令和5年4月11日

3月 15 水
小学校卒業式（西、新入、上頓野、下境、中泉）
学校訪問（北、南、福地、感田）

16 木

17 金 直方市第２回徹底反復学習研修会　学校訪問（西、新入、植木、下境）

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金 教育長会議

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水 文化財専門委員会

30 木

31 金 退職者辞令交付式

4月 1 土 ここっちゃ開業記念式典

2 日

3 月 新規採用教職員辞令交付式

4 火

5 水

6 木

7 金

8 土

9 日

10 月

11 火

教育委員会行事予定
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議案第 24号 

 

 

 

 

令和 5年度直方市教育施策要綱について 

 

 

 

令和 5年度直方市教育施策要綱について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              令和 5年 3月 14日 

            直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 1号の規定により提案するもの

である。 



  

 

 

令和５年度 

 

直方市教育施策要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直方市教育委員会 

 



  

教育を取巻く状況 

  

世界は今、グローバル化や人工知能、情報通信技術などの加速度的

な進展により、これまでの固定観念は根底から覆され、今後の社会の

変化は予想することも困難なものとなっています。今後の社会は、こ

れまでの社会の延長線上にはないものと認識する必要があります。  

 また我が国においては、人口減少や少子・高齢化、労働力の確保や

地域経済の衰退など多くの社会的課題が重なり、閉塞感が漂っていま

す。本市も例外ではありません。これらの課題への対応や解決はこれ

までの考え方や手法では不可能です。これからの地方自治体には、慣

習や常識にとらわれない、新たなビジョンや戦略が求められます。  

 その重要な戦略の柱の一つが、「人づくり」だと考えます。未来を見

据え、自らの人生を切り拓き、よりよく自己実現を果たす力を持つ人

づくりが、直方市の未来を切り拓いていく力となるものと確信します。

そこで、これまでの手法や慣習にとらわれない教育の改革、そのため

の投資が必要になります。  

 21世紀の社会をたくましく生き抜く子どもを育てるための教育環境、

そして子育て環境の充実、また個人がよりよく自己実現を果たすため

の生涯学習社会の構築など、本市の発展に向けた様々な施策を推進す

る必要があると考えています。  

 何もかも新しいことを目指すということではありません。研ぎ澄ま

された感覚で時代の変化を敏感に察知し、変わるべきものと、どのよ

うに時代が変わろうとも変わらないものを見極めることも重要です。  

 そこで、これからの本市の教育の方向性と方針を指し示す「直方市  

教育大綱」を定めました。  

 まず、全体を貫く大きなテーマは「未来を拓く」です。これから大

きく変化し続けていく新しい時代にあって、たくましく生き抜く力を

持つ人づくりを進め、直方市民と直方市の未来を切り拓いていきたい

と考えています。 

 このテーマのもと、「めざす市民像」そして「基本方針」を定めてい

ます。 

そして、この教育大綱が今後実際に取り組む「直方市教育施策」へ

と繋がっていきます。  
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～新しい時代をたくましく生き抜く人づくり～ 

めざす市民像 

 

○主体的に学び続け、創造的な発想で未来を拓く市民  

 

○多様な価値観を尊重し、異なる文化に生きる人たちと協働して未来

を拓く市民  

 

○自立した人間として、自身の可能性を信じ、未来を拓く市民  

 

基本方針 

 

１．時代の変化を見据えた教育への変革と推進  

正解のない問いや自ら設定した課題に挑戦すること、さらには、

学問分野を超えて、知識をさまざまな状況の中で創造的に活用でき

る力を育成する教育を目指します。  

 

２．可能性を引き出し、才能を伸ばす教育の推進  

確かな学力、豊かな人間性、健康な体と体力を育むとともに、個

人の可能性を最大限ひきだす教育を目指します。  

 

３．文化を尊重し、国際性と豊かなコミュニケーション力を育む教育の  

推進 

郷土の歴史と文化に対して誇りと愛着を持つとともに、異なる文

化を尊重する市民を育成します。  

 

４．すべての人の幸せをかなえる教育の推進  

自分の可能性を信じ、夢に向かって一生懸命努力する市民を、温

かく応援する教育を目指します。  

 

５．よりよい自己実現をめざし、生涯学び続ける力を育む教育の推進  

だれもが、いつでも、どこでも学びつづけることができる環境づ

くりを進めます。  

直方市教育大綱  
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主要施策体系 

主要施策名 取組・事業の内容 ページ 

1.確かな学力の育成(学力

の向上) 

①授業改善 

②基礎学力の定着、補充学習等の推進 

③グローバル化に対応した教育の推進 

④ＩＣＴ機器を活用した学習・指導方法の改善 

5～6 

2. 豊かな心の育成 ①道徳科の授業改善・充実 

②体験活動等の推進 

③人権教育の推進 

④いじめや不登校の対応 

⑤キャリア教育の推進 

7～8 

3.健やかな体の育成 ①体力や運動能力を向上させる取組 

②健康教育・安全教育の推進 

③学校給食の充実による食育の推進 

9～10 

4.特別支援教育の充実 ①継続性のある指導支援の充実 

②就学前における支援の充実 

③安全・安心かつ効果的に学べる環境整備 

④専門性の向上と支援体制の整備 

11～12 

5.信頼される学校づくり

の推進 

①教職員研修の改善・充実 

②学校運営・評価システムの充実 

③地域住民等と連携した教育活動の推進 

④安全対策の推進 

⑤学校事務の効率化とＤＸの推進 

13～14 

6.教育環境の整備・充実 ①学校施設の整備・充実 

②ＩＣＴ環境の整備推進 

③学校規模適正化の推進 

15 

7.幼児教育の充実 ①巡回相談の実施 

②各園訪問や研修会の実施 

16 

8.保育環境の整備 ①保育関連施設の整備 

②保育所等へのＩＣＴの推進事業の実施 

③幼稚園入園手続きの電子申請導入の検討 

④保育士確保事業 

⑤学童クラブ施設の整備 

17 

9.家庭教育・家庭支援の充

実 

①3歳児を対象とした絵本配布事業 

②子育て支援センターの事業拡充 

③子育てガイドの発行 

④多世代交流の実施 

18 
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10.社会教育活動の促進 ①中央公民館主催講座の充実 

②地域の高齢者による学習支援 

③市民文化祭の活性化等、市民の文化活動の充実 

④社会教育団体の活動支援 

19～20 

11.青少年の健全育成と交

流体験活動事業の充実 

①青少年の体験活動・世代間交流事業の実施 

②子どもの才能の芽を育む事業の実施 

21 

12.文化施設の振興 ①指定管理者と連携した特色を活かした文化施

設の活用と運営 

②文化施設間の連携強化 

22 

13.スポーツの振興 ①各団体及び庁内関係課と連携したスポーツ活

動の促進 

②学校や地域と連携を図った事業の実施 

23 

14.文化財の保護と学習機

会の充実 

①国指定史跡筑豊炭田遺跡群の保存整備に向け

た取り組みの推進 

②郷土資料室の充実 

③故郷の歴史と文化財に関する学習機会の充実 

24 
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主要施策 1 

1 主要施策名 確かな学力の育成(学力の向上) 

2 担当課 学校教育課 

3 取組・事業の

目標 

①基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付け、思考力・判断力・表

現力を持つ子どもを育成するための授業改善を推進する。 

②基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付けるための取り組みを推

進する。 

③グローバル化に対応した英語でのコミュニケーション能力を育成す

るため、英語教育に対応した指導体制の整備、発表や体験の場を設

定する。 

④ＩＣＴ機器を活用した学習・指導方法の改善を図る。 

4 取組・事業の

内容 

①授業改善 

○「のおがた授業モデル」を活用した取組の充実 

○「直方市ふくおか学力アップ推進事業」の充実 

○習熟度別少人数指導や補充学習の充実 

 

②基礎学力の定着、補充学習等の推進 

○徹底反復学習の取組の充実 

(小学校において徹底反復学習を推進し学習の土台である集中力

を高める) 

○学習支援員の配置による補充学習の充実 

学習ボランティア、放課後学習、図書館支援員の活用 

 

③グローバル化に対応した教育の推進 

○外国語指導助手(ＡＬＴ)の配置と活用促進 

○「小学生英語ひろば」の実施 

○「直方市英語発表会」の実施 

○中学校全学年での英検 IBAの実施 

○小学校 6年生でのオンライン英会話の実施 

 

④ＩＣＴ機器を活用した学習・指導方法の改善 

○タブレット、電子黒板等ＩＣＴ機器の効果的な活用 

○教科指導における、デジタル教科書等アプリケーションの活用の

促進 

○学習支援ソフト(ロイロノート、ｅライブラリー等)の活用の 

 推進 

○プログラミング教育の推進 

○ＩＣＴ支援員の活用 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①授業改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②基礎学力の

定着、補充学

習等の推進 

 

 

③グローバル

化に対応し

た教育の推

進 

 

④ＩＣＴ機器

を活用した

学習・指導方

法の改善 

直方市標準学力調査（小学校）国語・

算数で全国平均値の 95％ 

 

直方版授業チェックリストの 13 項目

すべての評価値(児童生徒・教師)が 4

段階評価の 3を上回る 

※ 調査対象 小学校 5年生 

中学校 2年生 

       全担任 

 

全国学力学習状況調査(小中学校) す

べての教科で全国平均値の 95％ 

 

 

 

英検 IBAの結果(中学校) 

3年生 英検 3級 5割以上 

 

 

 

プロジェクトチームによる ICT 機器

を活用した未来型授業公開 

 

ICT機器、学習支援ソフトの活用 

・電子黒板の活用 

・タブレットの活用 

・ロイロノートの活用 

・Eライブラリーの活用 

国語該当なし 

算数 3学年 

 

 

小 3.18 

中 3.31 

小担任 2.7 

中担任 2.8 

 

 

小国語 91％ 

算数 93％ 

中国語 95％ 

数学 89％ 

 

英検 3級 

30％ 

 

 

 

年 2回 

 

 

 

常時/時々活用の割合が 40% 

常時活用の割合 40％ 

 

常時活用の割合 20％ 

国・算 

全学年 

 

 

小  3.5 

中 3.5 

小担任 3.0 

中担任 3.0 

 

 

小国語 95％ 

算数 95％ 

中国語 95％ 

数学 95％ 

 

英検 3級

40％ 

 

 

 

年 3回 

 

 

 

常時/時々活用の割合が 60% 

常時活用の割合 60％ 

 

常時活用の割合 50％ 

  

- 6 -



主要施策 2 

1 主要施策名 豊かな心の育成 

2 担当課 学校教育課 

3 取組・事業の

目標 

①子どもたちが自ら考え、議論する道徳科授業への改善・充実を図る。 

②自然体験活動、地域の歴史や文化に学ぶ活動などを通して心の教育

の充実を図る。 

③人権尊重の精神の育成及び学力と進路の保障を目指して、学校教育

全体を通して人権教育を推進する。 

④いじめ、不登校の未然防止・早期発見・早期対応のための体制整備

と一人一人に応じたきめ細かな指導や相談等が実施できるよう環境

整備に努める。 

⑤子どもの発達段階に応じた勤労観、職業観を育み、自立した生き方

を考え、進路実現のためのキャリア教育を推進する。 

4 取組・事業の

内容 

①道徳科の授業改善・充実 

○道徳教育推進教員の養成と道徳教育の充実 

○道徳科学習指導の充実 

 

②直方の歴史や文化を体感する体験活動等の推進 

○直方の自然や職業、文化、芸術等に関わる体験活動の推進 

  （自然教室、石炭記念館・汽車クラブ見学、髙取焼体験学習等） 

 

③人権教育の推進 

○直方市中学校ブロック人権教育推進事業の推進 

○人権教育学習教材集「あおぞら」「あおぞら２」、同和教育副読本

「かがやき」の効果的な活用推進 

○児童生徒の発達段階に応じた平和に関する学習の推進 

 

④いじめや不登校への対応 

○「直方市いじめ防止基本方針」及び「学校いじめ防止基本方針」

に基づく指導及び対応の徹底 

○不登校兆候等、配慮を要する児童生徒の情報収集及び連絡調整、

指導・助言 

○行政機関や教育機関との連携 

○直方市学校適応指導教室（フレンズ）の運営 

○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活用促進 

 

⑤キャリア教育の推進 

○小中学校における職業学習（夢授業等）実施のため、地域、企業、

関係機関、団体の関係者等との連携強化 

○キャリアパスポートの活用の支援 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①道徳科の授

業改善の推

進 

 

②体験活動等

の推進 

 

 

 

 

③人権教育の

推進 

 

④いじめや不

登校への対

応 

 

⑤キャリア教

育の推進 

小中合同による授業研修会を実施 

 

 

 

各学年の実態に応じた体験活動 

心の劇場、高取焼体験、自然教室、石

炭記念館・汽車倶楽部見学、子ども音

楽祭、英語発表会、職場体験 

 

 

各学校人権教育研修会の実施 

 

 

不登校児童生徒の割合 

 

 

 

職場体験の実施(夢授業) 

 

各中学校区で

実施 

 

 

コロナ禍にお

いてできる学

校のみ実施 

 

 

 

実施率 100％ 

 

 

小学校 1.2％ 

中学校 7.4％ 

 

 

1回 

 

各中学校区で

実施 

 

 

すべて実施 

 

 

 

 

 

実施率 100％ 

 

 

小学校 1.0％ 

中学校 7.0％ 

 

 

1回 
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主要施策 3 

1 主要施策名 健やかな体の育成 

2 担当課 学校教育課、教育総務課 

3 取組・事業の

目標 

①運動に慣れ親しみ、習慣化させることで体力や運動能力を向上させ

る教育活動を推進する。 

②生涯を通じて健康で安全な生活を送ることができるように食育や薬

物乱用防止教育等の健康教育を推進する。 

③学校給食を充実させることにより食に関心を持ってもらい、望まし

い食習慣と食に関する実践力を身に着ける。 

4 取組・事業の

内容 

①体力や運動能力を向上させる取組 

○新体力テストの実施 

(小・中学校、高等学校連携授業による取組の充実) 

○スポコン広場等の積極的活用 

 

②健康教育・安全教育の推進 

○栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭等と連携して行う食育の推 

 進 

○規範意識育成のための指導の充実（薬物乱用防止、ネットモラル

育成等） 

○安全教育・防災教育の実施（交通安全、救急救命、火災対応地震

対応、事故対応等） 

 

③学校給食の充実による食育の推進 

○「早寝・早起き・朝ごはん運動」等の生活習慣の確立に向けた取

組の充実（小中学校） 

○調理員研修会による調理技術向上の推進（小学校） 

○農業振興課と連携した地元農産物活用の推進（小中学校） 

○献立内容の放送の充実（小中学校） 

○献立委員会によるメニュー改善（中学校） 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①運動やスポ

ーツをする

習慣を定着

させる取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②健康教育・安

全教育の推

進 

 

 

 

 

 

③学校給食の

充実による

食育の推進 

 

新体力テスト（小 5、中 2） 

各種目全国平均値以上 

 

 

 

 

 

スポコン広場チャレンジランキング

ゾーンへの登録 

 

部活動外部指導者数 

 

「食に関する指導」を位置付け 

 

火災・地震・不審者・水害等の避難訓

練の実施 

 

交通安全教室の実施 

 

情報モラル教育の実施 

 

 

毎日朝ごはんを食べる割合 

・小学校 

・中学校 

中学校給食残食率（主食+おかず） 

コロナ禍にお

いて、各学校

でできる範囲

で実施(全国

平均との比較

不可能) 

 

11校 

 

 

12名 

 

15校実施 

 

全小中学校 2

回以上実施 

 

中止 

 

15校実施 

 

 

 

80.4％ 

76.6％ 

16.0％ 

全種目で全国

平均値以上 

(全 8種目) 

 

 

 

 

11校 

 

 

14名 

 

15校実施 

 

全小中学校 2

回以上実施 

 

11小学校 

 

15校実施 

 

 

 

90.0％ 

80.0％ 

15.0％ 
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主要施策 4 

1 主要施策名 特別支援教育の充実 

2 担当課 学校教育課 

3 取組・事業の

目標 

①特別な支援を必要とする児童生徒の自立と社会参加を目指し、一貫

した継続性のある指導支援の充実を図る。 

②幼児の実態と教育的ニーズに対して、適切な学習環境を提供するた

めの支援を充実させる。 

③特別な支援を必要とする児童生徒が、安全・安心かつ効果的に学べ

る教育環境の整備を推進する。 

④特別な支援を必要とする児童生徒の教育的ニーズに応じた指導・支

援を行うため、教職員の専門性向上と支援体制の整備を図る。 

4 取組・事業の

内容 

①継続性のある指導支援の充実 

○発達障がい児等教育支援事業の実施 

  （市配置臨床心理士による巡回教育相談、理解・啓発を図るパン

フレット等の配布） 

○家庭及び福祉機関との連携の強化 

 

②就学前における支援の充実 

○就学に向けた相談活動・支援の充実 

○保育園・幼稚園・児童発達支援センター等への訪問実施 

 

③安全・安心かつ効果的に学べる環境整備 

○特別な支援を要する児童生徒の実態に対応した合理的配慮の 

提供 

○特別支援教育支援員の配置 

○通級指導教室の充実 

 

④専門性の向上と支援体制の整備 

○特別支援教育研修会（対象：担任、コーディネーター、特別支援教

育支援員）の実施 

○特別支援教育担当者研修会の開催 

○特別支援学校との連携 

○スクールカウンセラーの活用 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①継続性のあ

る指導支援

の充実 

 

 

②就学前にお

ける支援の

充実 

 

 

③安全・安心か

つ効果的に

学べる環境

整備 

 

④専門性の向

上と支援体

制の整備 

臨床心理士による発達相談の実施 

 

 

 

 

臨床心理士による就学相談の実施 

 

 

 

 

児童生徒の実態に応じた支援員の配

置 

 

 

 

就学事務担当者、、特別支援学級担当

者、特別支援教育支援員研修会の実施 

124件 

 

 

 

 

176件 

 

 

 

 

34名の配置 

 

 

 

 

2回 

140件 

 

 

 

 

180件 

 

 

 

 

35名の配置 

 

 

 

 

3回 
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主要施策 5 

1 主要施策名 信頼される学校づくりの推進 

2 担当課 学校教育課 

3 取組・事業の

目標 

①学校の教育力を高めるために、教職員の資質や指導力を高める研修

や支援体制の充実に努める。 

②学校運営の評価をもとに教育活動の充実を図る。 

③コミュニティ・スクール等を活用し、地域住民等と連携した教育活

動の推進を図る。 

④児童生徒の安全教育の充実を図るとともに、地域や関係機関・団体

との連携を密にした安全対策を推進する。 

⑤デジタル技術を活用することにより学校事務の効率化を図るととも

に、出欠連絡等の保護者の負担軽減を図る。 

4 取組・事業の

内容 

①教職員研修の充実  

○小中一貫教育推進のための研修会の充実 

○教育委員会指定研究委嘱校への指導・支援 

○管理職研修会、若年教職員研修会等の充実 

○「直方市小中学校教科等研究会」及び「自主的研修」の支援 

○教育論文・実践記録の応募奨励と継続的な指導・支援 

 

②学校運営・評価システムの充実 

○学校評議員制度の充実及び学校の「自己評価」「関係者評価」 

の公表・報告の推進 

○学校評価を活用した保護者や地域の信頼に応える学校づくりの推 

 進 

 

③地域住民等と連携した教育活動の推進  

○コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進 

○「ふれあい交流事業」や地域住民等を活用した学習指導の支援 

○地域人材や学生を活用した教育活動や補充学習の拡充 

○開かれた学校づくりを目指す「特色ある教育活動」の推進 

 

④安全対策の推進 

○関係機関（警察、消防署、市関係部署）や地域団体等との連携強化 

○「学校危機管理マニュアル」の具体化と職員への浸透・徹底 

○通学路の安全点検及び整備促進 

○感染症対策の浸透・徹底 

 

⑤学校事務の効率化とＤＸの推進 

 学校と家庭のＤＸの推進 

○出欠等のやり取り、学級通信等のメール配信 

○学力や健康診断等のデータの管理における統合システムの導入 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①教職員研修

の改善・充実 

 

②学校運営・評

価システム

の充実 

 

 

③地域住民等

と連携した

教育活動の

推進 

 

④安全対策の

推進 

 

⑤ＤＸの推進

と学校事務

の効率化 

教育論文の応募数 20点以上 

（各学校 1点以上） 

 

自己評価・関係者評価の実施と公表 

 

 

 

 

コミュニティ・スクールの指定 

 

 

 

 

地域・保護者と連携した通学路安全点

検の実施 

 

欠席連絡、学校通信等メール配信活用

率 

15点 

 

 

自己評価 

関係者評価 

実施 100% 

公表 100% 

 

5校 

 

 

 

 

実施率 100% 

 

 

 0% 

 

20点 

 

 

自己評価 

関係者評価 

実施 100% 

 公表 100% 

 

6校 

 

 

 

 

実施率 100% 

 

 

90% 
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主要施策 6 

1 主要施策名 教育環境の整備・充実 

2 担当課 教育総務課、学校教育課 

3 取組・事業の

目標 

①学校規模適正化方針の検討と整合を図りながら、老朽化した学校施

設の改善整備を行う。 

②ＩＣＴ環境の整備を推進する。 

③諮問委員会を設置し、学校規模規模適正化の検討を行う。 

4 取組・事業の

内容 

①学校施設の整備・充実 

 ○トイレ快適化事業 

 ・感田小学校体育館トイレの水洗化、洋式化工事 

 ・感田小学校トイレ洋式化実施設計 

 ・上頓野小学校トイレ洋式化実施設計 

 ・下境小学校トイレ洋式化実施設計 

 ・直方東小学校トイレ洋式化実施設計 

 

②ＩＣＴ環境の整備推進 

 ・特別教室のネットワーク環境整備 

 ・電子黒板の各クラス１台配備の推進 

 

③学校規模規模適正化の推進 

 ・中学校区説明会の実施 

 ・附属機関の設置、検討、諮問、方針決定 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①学校施設の

整備充実 

 

②ICT環境の整

備推進 

 

③学校規模適

正化の検討 

小中学校のトイレの洋式化率 

 

 

電子黒板のクラス配備率 

 

 

学校規模適正化の諮問会議の実施 

 

51.3% 

 

 

50.0% 

 

 

― 

56.0% 

 

 

60.0% 

 

 

方針決定 
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主要施策 7 

1 主要施策名 幼児教育の充実 

2 担当課 こども育成課 

3 取組・事業の

目標 

①発達に支援が必要な子供に乳幼児期から学齢期まで一貫した支援を

行うために、専門家が保育現場へ巡回相談を行う。ひいては児童の

自立と社会への支援を推進する。 

②保育の質の向上のため園との連携を強化し、専門家による現地指導

や研修会等を行う。 

4 取組・事業の

内容 

①巡回相談の実施 

現場の保育士を支援するため、保育所等で保健師及び臨床心理士

が保育現場を訪問、対応策の指導を実施 

 

②各園訪問や研修会の実施 

○保育所、幼稚園、認定こども園の訪問を実施 

○保育士を対象とした研修会の実施 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①巡回相談の

実施 

 

②各園訪問や

研修会の実

施 

巡回相談実施回数 

 

 

保育所、幼稚園、認定こども園の訪問

回数 

 

研修会の実施回数 

17回 

 

 

0回 

 

 

0回 

30回 

 

 

10回 

 

 

2回 
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主要施策 8 

1 主要施策名 保育環境の整備 

2 担当課 こども育成課 

3 取組・事業の

目標 

①老朽化した保育施設の改修を行うことにより、乳幼児の保育環境や

働く保育士の職場環境の改善を行う。 

②保育士が安心して保育業務に集中できるために、ＩＣＴの導入によ

り保育士が受け持つ事務負担の軽減を図る。 

③幼稚園入園手続きの電子申請を導入することにより、園や保護者の

負担軽減を図る。 

④待機児童解消や保育士の職場環境の改善を図るため、保育士の確保

事業を行う。 

⑤老朽化した学童クラブの改修により、学童の保育環境改善を行う。 

4 取組・事業の

内容 

①保育関連施設の整備 

 

②保育所等へのＩＣＴ導入の推進 

 

③幼稚園入園手続きの電子申請導入の検討 

 

④保育士確保事業 

・合同就職説明会の実施 

・奨学金返済支援制度の充実 

 

⑤学童クラブ施設の整備 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①保育関連施

設の整備 

 

②保育所等へ

のＩＣＴ導

入の推進 

 

③幼稚園入園

手続きの電

子申請導入 

 

④保育士確保

事業 

 

⑤学童クラブ

施設の整備 

R4整備事業の完了 

R5整備事業の着工 

 

保育士支援のためのシステムを導入

した園の数 

 

 

導入検討会議を行い、方針を決定す

る。 

 

 

合同就職説明会の実施回数 

奨学金返済支援補助金の利用者数 

 

施設修繕校数 

－ 

－ 

 

5園 

 

 

 

－ 

 

 

 

1回 

6人 

 

1校 

3園 

2園 

 

6園 

 

 

 

導入可否の決

定 

 

 

2回 

7人 

 

1校 
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主要施策 9 

1 主要施策名 家庭教育・家庭支援の充実 

2 担当課 こども育成課 

3 取組・事業の

目標 

①未就園児及びその家庭を把握することにより未就園児に就園を促す

ほか、就学にかかわる相談体制をつくる。 

②子育て支援センターでの事業拡充を図る。 

③出産を控えた妊婦や就園前の子育て世代へ向けて、市内の保育施設

の紹介や子育てイベントなどの情報を発信する。 

④多世代交流として、地域の高校生と子育て世代の交流を図る。 

4 取組・事業の

内容 

①3歳児を対象とした絵本配布事業 

○未就園児及びその家庭の把握、就園への促し 

 

②子育て支援センターの事業拡充 

○センターでの多世代交流の促進 

○幼少期における社会性発達基盤のための親を対象とした研修の実 

 施 

○地域子育て支援センターを利用する保護者からの個別相談に対応 

○家庭の支援体制充実(要保護児童対策地域協議会との連携強化) 

○幼稚園・保育所等の情報提供 

○希望する園からの広報活動の受け入れ 

 

③子育て情報の発信 

○出産や子育て、奨学金制度、就労支援等多岐にわたる情報を発信 

 

④多世代交流の実施 

〇筑豊高校との共同事業で高校生と子育て世代の交流会(子育てサ

ロン)を開催する。毎年 5月から翌 1月までで 7回行う。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①絵本配布事業 

 

②子育て支援セ

ンター事業 

   

③子育て情報の

発信 

 

④多世代交流の

実施 

絵本の配布部数 

 

センターの利用者数 

延べ相談件数 

 

「子育てガイド」発行部数 

 

 

子育てサロンの参加人数 

401部 

 

1,900人 

210件 

 

1,000部 

 

 

163人 

450部 

 

3,000人 

240件 

 

1,000部 

 

 

200人 
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主要施策 10 

1 主要施策名 社会教育活動の促進 

2 担当課 文化・スポーツ推進課 

3 取組・事業の

目標 

①心の豊かさや生きがいづくりのため、中央公民館主催講座をライフ

スタイルや価値観の多様化に対応した内容に充実させ、生涯学習を

支援するとともに、学びを通した仲間づくり・世代間交流の促進を

図る。 

②地域の高齢者による学習支援ボランティアが、自分の経験や知識、

特技を披露する場として、子どもたちとの交流の場を設けることに

より、高齢者の生きがいづくりや学習意欲を喚起するとともに子ど

もたちの体験学習を支援する。 

③市民文化祭の活性化を図り、市民の文化活動の充実を目指す。 

④社会教育団体の自発的学習活動の活性化や継続に向けた活動支援を

図るとともに、団体等との連携に努める。 

4 取組・事業の

内容 

①中央公民館主催講座の充実 

市内居住者および通勤者を対象とした、初心者向けの「趣味の講

座」、おおむね 60 歳以上を対象とした「はつらつ塾」を通年の主催

講座として開講する。また、新たな市民ニーズの掘り起こしのため、

短期講座を開講し、次年度以降の通年講座の拡充を図る。 

②地域の高齢者による学習支援 

地域の学習支援ボランティアが学校を訪問し、講座で学んだ内容

及び今までの経験や知識、特技を活かし、子どもたちの総合学習等

の場で教える「ふれあい交流事業」を実施する。 

③市民文化祭の活性化等、市民の文化活動の充実 

R4年度に、コロナ禍で中止になっていた市民文化祭を、ステージ

の部、展示の部を再開した。しかしながら、参加団体も少なかった

ため、R5年度は、開催方法を工夫しながら、発表の場を設け、市民

の文化活動の支援を行う。 

④社会教育団体の活動支援 

芸術、歴史、芸能及び文化、スポーツ振興、青少年育成に関する

団体や連合体が行う事業に対して支援を行う「社会教育活動費補助

金」や校区の子供たちの活動に対して支援を行う「直方市アンビシ

ャス活動助成金」の制度を活用し、社会教育団体の活動の一部を補

助する形で自発的学習活動の活性化に取り組む。 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①中央公民館主

催事業の充実 

 

②地域の高齢者

による学習支

援 

 

③市民文化祭の

活性化 

 

④社会教育団体

の活動支援 

主催講座数 

短期講座数 

 

ふれあい交流実施回数 

 

 

 

市民文化祭の参加人数 

 

 

支援実施団体数 

18講座 

1講座 

 

86回 

 

 

 

964人 

 

 

13団体 

20講座 

10講座 

 

100回 

 

 

 

1,500人 

 

 

17団体 
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主要施策 11 

1 主要施策名 青少年の健全育成と交流体験活動事業の充実 

2 担当課 文化・スポーツ推進課 

3 取組・事業の

目標 

①自然とのふれあい体験や様々な生活体験活動を通して、健やかで、

豊かな人間性を育み、広い視野や志を持ち、たくましく生き抜く力

を備えた青少年の育成を図る。また、地域の歴史や伝統文化に触れ

る活動を通して、郷土への誇りや愛着を持つ機会の充実を図る。 

②音楽の専門家が指導することにより、子どもたちが普段の授業等で

は得られない様々な体験や創作活動を通して、子どもの才能の芽を

育む。 

4 取組・事業の

内容 

①青少年の体験活動・世代間交流事業の実施 

・折り紙で○○を作ろう 

・夢の土鈴づくり～第２章 

・カヌー川下り 

・職場体験（消防）＋民間企業とのコラボ 

・紙ヒコーキ大会 

・サイエンスショー身近な化学を体験しよう！ 

・歴史系イベント 

・親子陶芸教室 

・子ども将棋大会 

②子どもの才能の芽を育む事業の実施 

○様々なレーベルで活躍する音楽プロデューサー堤秀樹氏を講師に

迎え、iPadを使用した作曲活動を行い、ミュージックスタジオに

て iPadで作成したオリジナルソングを録音する。 

○直方市出身のプロの声楽家である野上結美氏を各小中学校へ派遣

して、合唱指導を行うことで、声を出し歌うことの楽しさを伝え

る。 

○幼稚園音楽アウトリーチ事業では、市内 8 園ある幼稚園の内５つ

の幼稚園でコンサートを行い、幼児に生演奏を披露し、優れた音

楽を直に体験してもらう事業を行う。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①体験活動・交

流事業 

 

②子どもの才能

の芽を育む事

業 

青少年育成市民会議事業の参加人数 

 

 

参加人数 

102人 

 

 

265人 

280人 

 

 

300人 
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主要施策 12 

1 主要施策名 文化施設の振興 

2 担当課 文化・スポーツ推進課 

3 取組・事業の

目標 

①文化施設の運営を行っている指定管理者と連携し、各施設の特色を

活かした管理運営を行う。 

②各文化施設間の連携を強化し魅力的な運営を行う。 

4 取組・事業の

内容 

①指定管理者と連携した特色を活かした文化施設の活用と運営 

直方谷尾美術館と連携し、直方の未来を担う子どもたちに芸術に

触れる機会を創出し、個性を伸ばし想像力を育むために「第 3 回の

おがた子どもアート大賞展」の開催に向けての取り組みを継続して

行う。また、関係課や学校などと連携し、各施設の特色を活かした

事業を実施する。 

・季節の生け花・食事の提供(直方歳時館) 

・三太郎 cafe(直方歳時館) 

・社会科見学(直方市石炭記念館) 

・子育て広場(直方市立図書館) 

②文化施設間の連携強化 

R6 年には、直方歳時館が開館 25 周年、R7 年にはユメニティのお

がたが開館 25周年を迎える。それらのアニヴァーサリー事業に向け

て、それぞれの施設の企画展に関連した事業やイベントを行うなど

施設間の連携強化を行う。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①文化施設の活

用 

 

②文化施設間の

連携強化 

文化施設の年間利用者数 

 

 

文化施設間連携イベントの回数 

137,196人 

 

 

5回 

170,000人 

 

 

5回 
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主要施策 13 

1 主要施策名 スポーツの振興 

2 担当課 文化・スポーツ推進課 

3 取組・事業の

目標 

①スポーツ関係団体等と連携して、市民がスポーツに親しめる機会を

創出する。 

②市民の誰もがスポーツに参加できる環境をつくるため、学校や地域

と連携を図った事業を行う。 

4 取組・事業の

内容 

①各団体及び庁内関係課と連携したスポーツ活動の促進 

スポーツ推進委員や地域総合型スポーツクラブ、庁内関係課と連

携し、市民がスポーツに親しめる事業を実施する。 

○主催事業等 

・ポスチャサイズ教室 全 7回 

・仙人体操＆ダンスフィットネス教室 全 10回 

・こども相撲教室 全 3回 

・親子着衣水泳教室 

・こども陸上教室 全 7回 

・体力テスト会 

・弓道教室 全 8回 

・スポーツ推進団体関連事業 

・トップアスリート事業（日本生命協定事業） 

・直方市子ども紙ヒコーキ大会 

・こども陸上教室記録会 

・おとなテニス教室 全７回 

○その他事業等 

・直鞍一周駅伝競走大会（体育協会等連携事業） 

・わくわくのおがたスポーツクラブとの共催事業 

②学校や地域と連携を図った事業の実施 

直方市スポーツ推進委員協議会と学校や地域が連携し、カヌー教

室やニュースポーツ体験などの事業を行う。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①スポーツに親

しむ機会の創

出 

 

②学校や地域と

連携を図った

事業の実施 

スポーツ教室等種目数 

スポーツ教室参加者数 

 

 

連携事業の回数 

6種目 

146人 

 

 

2回 

12種目 

500人 

 

 

5回 
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主要施策 14 

1 主要施策名 文化財の保護と学習機会の充実 

2 担当課 文化・スポーツ推進課 

3 取組・事業の

目標 

①歴史的価値の高い施設・資料の保存のため、必要に応じた修復を行

った上で、国指定史跡筑豊炭田遺跡群を構成する模擬坑道や石炭記

念館本館をより魅力ある施設として整備する。 

②郷土の歴史に直接触れる機会を提供し、誇りや愛着を持つ機運を醸

成する。 

③故郷の歴史、文化財に誰もが接することができる機会を提供する。 

4 取組・事業の

内容 

①国指定史跡筑豊炭田遺跡群の保存整備に向けた取り組みの推進 

石炭記念館本館及び模擬練習坑道の展示に関する基本設計を作成

する。 

②郷土資料室の充実 

郷土の歴史に興味を持ち、来館者に満足してもらえるよう、魅力

的な企画展を開催する。 

③故郷の歴史と文化財に関する学習機会の充実 

・遠賀川流域の古墳同時公開 

・文化財関係出前講座 

・青少年事業での文化財関係イベントの実施 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①筑豊炭田遺跡

群の整備保存 

 

②郷土資料室の

充実 

 

③故郷の歴史と

文化財に関す

る学習機会の

充実 

基本設計の作成 

 

 

企画展の実施 

 

 

古墳同時公開・出前講座等実施回数 

 

古墳同時公開・出前講座等来場者数 

― 

 

 

1回 

 

 

5回 

 

350人 

作成 

 

 

2回 

 

 

6回 

 

400人 
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議案第 25号 

 

 

 

 

  直方市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について 

 

 

 

直方市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について、別紙

のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               令和 5年 3月 14日 

             直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 
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直方市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則  

 

直方市教育委員会事務局処務規則（昭和 44年直方市教育委員会規則第1号）の一部を次のよ

うに改正する。  

別表中「 

教育総務課 教育総務係 1 教育委員会の会議に関すること。  

2 規則等の公布及び整理に関すること。  

3 教育委員会事務局職員及び教育機関の職員（県費職員を除く。）

の人事に関すること。  

4 公印の整理に関すること。  

5 教育大綱に関すること。  

6 総合教育会議に関すること。  

7 教育委員会事務局及び教育機関の連絡調整に関すること。  

8 請願及び陳情に関すること。  

9 学校徴収金に関すること。（共同学校事務室を含む。）  

10 児童生徒の保健衛生及び日本スポーツ振興センターに関するこ

と。（消耗品等除く。）  

11 就学援助事務に関すること。  

12 小学校給食の運営並びに小学校給食費の徴収及び食材の調達に

関すること。 

13 中学校給食の実施に関すること。  

14 直方市学校給食会の運営並びに会計及び予算に関すること。  

学校管理係 1 義務教育教材、教具及び備品の調達並びに台帳の整備に関するこ

と。 

2 理科教育振興国庫補助に関すること。  

3 学校教育財産の取得及び処分に関すること。  

4 学校教育施設の整備及び営繕に関すること。  

5 学校教育施設の国庫補助事業に関すること。  

6 学校教育施設の目的外使用に関すること。  

7 その他学校教育施設に関すること。  

8 学校給食施設の整備及び営繕に関すること。  

9 給食備品の調達及び台帳の整備に関すること。  

10 児童生徒の保健衛生に関すること。（備品・消耗品の管理）  

- 2 -



11 市立学校の設置及び廃止に関すること。  

12 直方市教育委員会安全衛生委員会に関すること。  

学校教育課  1 児童生徒の教育及び事業計画に関すること。  

2 小中学校の教育課程に関すること。  

3 教職員の学習指導及び進路指導等又はこれらの指導助言に関す

ること。 

4 教職員の研修に関すること。  

5 教職員の人事及び服務に関すること。  

6 教員の免許に関すること。 

7 教職員団体に関すること。  

8 教育研究所に関すること。  

9 適応指導教室に関すること。  

10 児童生徒の就学及び発達に関すること。  

11 特別支援教育に関すること。  

12 コミュニティスクールに関すること。  

13 通学区域審議会に関すること。  

14 小中学校に係るICT活用に関すること。  

学校教育係 1 学校教育課の経理に関すること。  

2 児童生徒の就学事務に関すること。  

3 学級編制事務に関すること。  

4 教科用図書無償給付に関すること。  

5 教育費の統計調査に関すること。  

6 教職員の福利厚生に関すること。  

7 教員（県費・市費共）の給与、旅費、共済組合、退職年金及び公

務災害に関すること。  

8 直方市奨学金及び直方市ハートフル奨励金並びに福岡県地域改

善対策高校等奨励金に関すること。  

9 小中学校に係るICT環境に関すること。  

」を「 

教育総務課 教育総務係 1 教育委員会の会議に関すること。  

2 規則等の公布及び整理に関すること。  

3 教育委員会事務局職員及び教育機関の職員（県費職員を除く。）

の人事に関すること。  
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4 公印の整理に関すること。  

5 教育大綱に関すること。  

6 総合教育会議に関すること。 

7 教育委員会事務局及び教育機関の連絡調整に関すること。  

8 請願及び陳情に関すること。  

9 給食備品の調達及び台帳の整備に関すること。  

10 児童生徒の保健衛生及び日本スポーツ振興センターに関するこ

と。（消耗品等除く。）  

11 就学援助事務に関すること。  

12 小学校給食の運営並びに小学校給食費の徴収及び食材の調達に

関すること。 

13 中学校給食の運営並びに中学校給食費の徴収及び食材の調達に

関すること。 

14 直方市学校給食会の運営並びに会計及び予算に関すること。  

学校管理係 1 義務教育教材、教具及び備品の調達並びに台帳の整備に関するこ

と。 

2 理科教育振興国庫補助に関すること。  

3 学校教育財産の取得及び処分に関すること。  

4 学校教育施設の整備及び営繕に関すること。  

5 学校教育施設の国庫補助事業に関すること。  

6 学校教育施設の目的外使用に関すること。  

7 その他学校教育施設に関すること。  

8 学校給食施設の整備及び営繕に関すること。  

9 学校徴収金に関すること。（共同学校事務室を含む。）  

10 児童生徒の保健衛生に関すること。（備品・消耗品の管理）  

11 市立学校の設置及び廃止に関すること。 

12 直方市教育委員会安全衛生委員会に関すること。  

13 教育費の統計調査に関すること。  

14 小中学校に係るICT環境に関すること。  

15 小中学校に係るGIGAスクール構想の環境に関すること。  

学校教育課  1 児童生徒の教育及び事業計画に関すること。  

2 小中学校の教育課程に関すること。  

3 教職員の学習指導及び進路指導等又はこれらの指導助言に関す
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ること。 

4 教職員の研修に関すること。  

5 教職員の人事及び服務に関すること。  

6 教員の免許に関すること。  

7 教職員団体に関すること。  

8 教育研究所に関すること。  

9 適応指導教室に関すること。  

10 児童生徒の就学及び発達に関すること。  

11 特別支援教育に関すること。  

12 コミュニティスクールに関すること。  

13 通学区域審議会に関すること。  

14 小中学校に係るICT活用に関すること。  

15 小中学校に係るGIGAスクール構想の活用に関すること。  

16 学校規模の適正化に関すること。  

学校教育係 1 学校教育課の経理に関すること。  

2 児童生徒の就学事務に関すること。  

3 学級編制事務に関すること。  

4 教科用図書無償給付に関すること。 

5 小中学校の統計調査に関すること。  

6 教職員の福利厚生に関すること。  

7 教員（県費・市費共）の給与、旅費、共済組合、退職年金及び公

務災害に関すること。  

8 直方市奨学金及び直方市ハートフル奨励金並びに福岡県地域改

善対策高校等奨励金に関すること。  

」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和5年4月1日から施行する。  
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直方市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

新 旧 

別表(第4条関係) 別表(第4条関係) 

課 係 分掌事務 

教育総務

課 

教育総務

係 

1 教育委員会の会議に関すること。 

2 規則等の公布及び整理に関すること。 

3 教育委員会事務局職員及び教育機関の職員

(県費職員を除く。)の人事に関すること。 

4 公印の整理に関すること。 

5 教育大綱に関すること。 

6 総合教育会議に関すること。 

7 教育委員会事務局及び教育機関の連絡調整

に関すること。 

8 請願及び陳情に関すること。 

9 給食備品の調達及び台帳の整備に関するこ

と。       

10 児童生徒の保健衛生及び日本スポーツ振

興センターに関すること。(消耗品等除く。) 

11 就学援助事務に関すること。 

12 小学校給食の運営並びに小学校給食費の

徴収及び食材の調達に関すること。 

13 中学校給食の運営並びに中学校給食費の

徴収及び食材の調達に関すること。 

14 直方市学校給食会の運営並びに会計及び

予算に関すること。 

学校管理

係 

1 義務教育教材、教具及び備品の調達並びに

台帳の整備に関すること。 

課 係 分掌事務 

教育総務

課 

教育総務

係 

1 教育委員会の会議に関すること。 

2 規則等の公布及び整理に関すること。 

3 教育委員会事務局職員及び教育機関の職員

(県費職員を除く。)の人事に関すること。 

4 公印の整理に関すること。 

5 教育大綱に関すること。 

6 総合教育会議に関すること。 

7 教育委員会事務局及び教育機関の連絡調整

に関すること。 

8 請願及び陳情に関すること。 

9 学校徴収金に関すること。(共同学校事務室

を含む。) 

10 児童生徒の保健衛生及び日本スポーツ振

興センターに関すること。(消耗品等除く。) 

11 就学援助事務に関すること。 

12 小学校給食の運営並びに小学校給食費の

徴収及び食材の調達に関すること。 

13 中学校給食の実施に関すること。        

                               

14 直方市学校給食会の運営並びに会計及び

予算に関すること。 

学校管理

係 

1 義務教育教材、教具及び備品の調達並びに

台帳の整備に関すること。 
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2 理科教育振興国庫補助に関すること。 

3 学校教育財産の取得及び処分に関するこ

と。 

4 学校教育施設の整備及び営繕に関するこ

と。 

5 学校教育施設の国庫補助事業に関するこ

と。 

6 学校教育施設の目的外使用に関すること。 

7 その他学校教育施設に関すること。 

8 学校給食施設の整備及び営繕に関するこ

と。 

9 学校徴収金に関すること。(共同学校事務室

を含む。) 

10 児童生徒の保健衛生に関すること。(備

品・消耗品の管理) 

11 市立学校の設置及び廃止に関すること。 

12 直方市教育委員会安全衛生委員会に関す

ること。 

13 教育費の統計調査に関すること。 

14 小中学校に係るICT環境に関すること。 

15 小中学校に係るGIGAスクール構想の環境

に関すること。 

学校教育

課 

 1 児童生徒の教育及び事業計画に関するこ

と。 

2 小中学校の教育課程に関すること。 

3 教職員の学習指導及び進路指導等又はこれ

らの指導助言に関すること。 

4 教職員の研修に関すること。 

2 理科教育振興国庫補助に関すること。 

3 学校教育財産の取得及び処分に関するこ

と。 

4 学校教育施設の整備及び営繕に関するこ

と。 

5 学校教育施設の国庫補助事業に関するこ

と。 

6 学校教育施設の目的外使用に関すること。 

7 その他学校教育施設に関すること。 

8 学校給食施設の整備及び営繕に関するこ

と。 

9 給食備品の調達及び台帳の整備に関するこ

と。       

10 児童生徒の保健衛生に関すること。(備

品・消耗品の管理) 

11 市立学校の設置及び廃止に関すること。 

12 直方市教育委員会安全衛生委員会に関す

ること。 

 

学校教育

課 

 1 児童生徒の教育及び事業計画に関するこ

と。 

2 小中学校の教育課程に関すること。 

3 教職員の学習指導及び進路指導等又はこれ

らの指導助言に関すること。 

4 教職員の研修に関すること。 

5 教職員の人事及び服務に関すること。 

6 教員の免許に関すること。 

7 教職員団体に関すること。 
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5 教職員の人事及び服務に関すること。 

6 教員の免許に関すること。 

7 教職員団体に関すること。 

8 教育研究所に関すること。 

9 適応指導教室に関すること。 

10 児童生徒の就学及び発達に関すること。 

11 特別支援教育に関すること。 

12 コミュニティスクールに関すること。 

13 通学区域審議会に関すること。 

14 小中学校に係るICT活用に関すること。 

15 小中学校に係るGIGAスクール構想の活用

に関すること。 

16 学校規模の適正化に関すること。 

学校教育

係 

1 学校教育課の経理に関すること。 

2 児童生徒の就学事務に関すること。 

3 学級編制事務に関すること。 

4 教科用図書無償給付に関すること。 

5 小中学校の統計調査に関すること。 

6 教職員の福利厚生に関すること。 

7 教員(県費・市費共)の給与、旅費、共済組

合、退職年金及び公務災害に関すること。 

8 直方市奨学金及び直方市ハートフル奨励金

並びに福岡県地域改善対策高校等奨励金に

関すること。 

 

こども育

成課 

こども育

成係 

1 特定教育・保育施設及び地域型保育施設に

関すること。 

2 特定教育・保育施設の指導監査に関するこ

8 教育研究所に関すること。 

9 適応指導教室に関すること。 

10 児童生徒の就学及び発達に関すること。 

11 特別支援教育に関すること。 

12 コミュニティスクールに関すること。 

13 通学区域審議会に関すること。 

14 小中学校に係るICT活用に関すること。 

 

学校教育

係 

1 学校教育課の経理に関すること。 

2 児童生徒の就学事務に関すること。 

3 学級編制事務に関すること。 

4 教科用図書無償給付に関すること。 

5 教育費  の統計調査に関すること。 

6 教職員の福利厚生に関すること。 

7 教員(県費・市費共)の給与、旅費、共済組

合、退職年金及び公務災害に関すること。 

8 直方市奨学金及び直方市ハートフル奨励金

並びに福岡県地域改善対策高校等奨励金に

関すること。 

9 小中学校に係るICT環境に関すること。 

こども育

成課 

こども育

成係 

1 特定教育・保育施設及び地域型保育施設に

関すること。 

2 特定教育・保育施設の指導監査に関するこ

と。(運営) 

3 特定教育・保育の支給認定に関すること。 

4 特定教育・保育の給付に関すること。 

5 幼稚園に関すること。 

6 放課後児童健全育成事業に関すること。 
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と。(運営) 

3 特定教育・保育の支給認定に関すること。 

4 特定教育・保育の給付に関すること。 

5 幼稚園に関すること。 

6 放課後児童健全育成事業に関すること。 

7 学童施設の整備・営繕に関すること。 

8 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

9 子ども・子育て支援交付金の取りまとめに

関すること。 

10 児童手当に関すること。 

幼児教育

推進係 

1 直方市地域子育て支援センターの管理に関

すること。 

2 あそびの広場に関すること。 

3 利用者支援事業に関すること。 

4 子育て情報の発信に関すること。 

5 絵本の配布事業及び親育ち講座に関するこ

と。 

6 巡回相談事業に関すること。 

7 ファミリー・サポート・センター事業に関

すること。 

8 特定教育・保育施設の指導監査に関するこ

と。(処遇) 

9 病児保育に関すること。 

10 幼児教育支援事業に関すること。 

文化・ス

ポーツ推

進課 

社会教育

係 

1 社会教育委員に関すること。 

2 生涯学習の調査研究に関すること。 

3 社会教育施設の財産の取得及び処分に関す

ること。 

7 学童施設の整備・営繕に関すること。 

8 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

9 子ども・子育て支援交付金の取りまとめに

関すること。 

10 児童手当に関すること。 

幼児教育

推進係 

1 直方市地域子育て支援センターの管理に関

すること。 

2 あそびの広場に関すること。 

3 利用者支援事業に関すること。 

4 子育て情報の発信に関すること。 

5 絵本の配布事業及び親育ち講座に関するこ

と。 

6 巡回相談事業に関すること。 

7 ファミリー・サポート・センター事業に関

すること。 

8 特定教育・保育施設の指導監査に関するこ

と。(処遇) 

9 病児保育に関すること。 

10 幼児教育支援事業に関すること。 

文化・ス

ポーツ推

進課 

社会教育

係 

1 社会教育委員に関すること。 

2 生涯学習の調査研究に関すること。 

3 社会教育施設の財産の取得及び処分に関す

ること。 

4 音楽、演劇、美術その他芸術・文化の奨励

及び振興に関すること。 

5 社会教育関係団体の指導育成に関するこ

と。 

6 青少年の健全育成及び青少年対策に関する
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4 音楽、演劇、美術その他芸術・文化の奨励

及び振興に関すること。 

5 社会教育関係団体の指導育成に関するこ

と。 

6 青少年の健全育成及び青少年対策に関する

こと。 

7 文化施設に関すること。 

8 中央公民館に関すること。 

9 公民館運営審議会に関すること。 

10 公民館類似施設に関すること。 

11 文化財の保護及び調査に関すること。 

12 埋蔵文化財の発掘調査及び報告に関する

こと。 

13 社会教育関係事業の後援等に関すること。 

14 水町遺跡公園に関すること。 

15 その他社会教育に関すること。 

スポーツ

推進係 

1 スポーツ推進審議会に関すること。 

2 生涯スポーツに関すること。 

3 スポーツ推進委員に関すること。 

4 各種体育団体の指導育成に関すること。 

5 体育施設に関すること。 

男女共同

参画推進

係 

1 男女共同参画推進に関すること。 

2 男女共同参画推進センターの維持、管理及

び運営に関すること。 
 

こと。 

7 文化施設に関すること。 

8 中央公民館に関すること。 

9 公民館運営審議会に関すること。 

10 公民館類似施設に関すること。 

11 文化財の保護及び調査に関すること。 

12 埋蔵文化財の発掘調査及び報告に関する

こと。 

13 社会教育関係事業の後援等に関すること。 

14 水町遺跡公園に関すること。 

15 その他社会教育に関すること。 

スポーツ

推進係 

1 スポーツ推進審議会に関すること。 

2 生涯スポーツに関すること。 

3 スポーツ推進委員に関すること。 

4 各種体育団体の指導育成に関すること。 

5 体育施設に関すること。 

男女共同

参画推進

係 

1 男女共同参画推進に関すること。 

2 男女共同参画推進センターの維持、管理及

び運営に関すること。 
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議案第 26号 

 

 

 

 

学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱の一部を改正する告示 

について 

 

 

 

学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱の一部を改正する告示について、

別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               令和 5年 3月 14日 

             直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 3号の規定により提案するもの

である。 
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学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱の一部を改正する告示  

 

学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱（令和 4年直方市教育委員会告示第3号）

の一部を次のように改正する。  

第6条中「教育総務担当課」を「学校規模適正化担当課」に改める。  

 

附 則 

この告示は、令和5年4月1日から施行する。  
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学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

(庶務) (庶務) 

第6条 検討委員会の庶務は、学校規模適正化担当課において処理

する。 

第6条 検討委員会の庶務は、教育総務担当課      において処理

する。 

 

附 則 

この告示は、令和5年4月1日から施行する。 
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議案第 27号 

 

 

 

 

直方市学校適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示に 

ついて 

 

 

 

直方市学校適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示について、別紙

のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               令和 5年 3月 14日 

             直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

   

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 3号の規定により提案するもの

である。 

- 1 -



直方市学校適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示  

 

直方市学校適応指導教室設置要綱（平成 20年直方市教育委員会告示第1号）の一

部を次のように改正する。  

第2条中「直方市津田町7番20号」を「直方市大字植木849番地1」に改める。 

 

附 則 

この告示は、令和5年4月1日から施行する。  
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直方市学校適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

(設置場所) (設置場所) 

第2条 適応指導教室の設置場所は、次のとおりとする。 第2条 適応指導教室の設置場所は、次のとおりとする。 

直方市大字植木849番地1 直方市津田町7番20号    

附 則 

この告示は、令和5年4月1日から施行する。 
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議案第 28号 

 

 

 

 

直方市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

 

 

直方市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について、別紙のと

おり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               令和 5年 3月 14日 

             直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

   

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 



直方市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則  

 

直方市体育施設条例施行規則（平成 23年直方市教育委員会規則第4号）の一部を

次のように改正する。  

第1条中「平成30年直方市条例第00号」を「平成30年直方市条例第18号」に改め

る。 

第12条の表中「第9条第1号」を「条例第9条第1号」に、「第9条第2号」を「条

例第9条第2号」に、「第9条第3号」を「条例第9条第3号」に改める。  

別表第1中「冷房」を「冷暖房」に改める。  

別表第4中「 

冷房 直方市民球場本部席  1時間 110円  

直方市中泉市民球場本部席  1時間   

」を「 

冷暖房 直方市民球場本部席  1時間 110円  

直方市中泉市民球場本部席  1時間 110円  

」に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  

 



直方市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

新 旧 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この規則は、直方市体育施設条例(平成30年直方市条例第1

8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

第1条 この規則は、直方市体育施設条例(平成30年直方市条例第0

0号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

(使用料の還付) (使用料の還付) 

第12条 条例第9条ただし書の規定により既納の使用料を還付す

る場合の基準は、次の表のとおりとする。 

第12条 条例第9条ただし書の規定により既納の使用料を還付す

る場合の基準は、次の表のとおりとする。 

施設名 区分 

条例第

9条第1

号に該

当する

場合 

条例第9条第2号に該当する場

合 

条例第9

条第3号

に該当

する場

合 

直方市民球場 

直方市中泉市民

球場 

全額 利用日前2日までに届出があっ

た場合 全額 

全額 

直方市体育館 全額 ア 利用日前15日までに届出

があった場合 7割の額 

イ 利用日前5日から14日まで

の間に届出があった場合 5

割の額 

全額 

直方市民弓道場

(専用利用の場合

に限る。) 

全額 利用日前2日までに届出があっ

た場合 全額 

全額 

施設名 区分 

第9条

第1号 

   に

該当す

る場合 

第9条第2号    に該当する場

合 

第9条第

3号    

に該当

する場

合 

直方市民球場 

直方市中泉市民

球場 

全額 利用日前2日までに届出があっ

た場合 全額 

全額 

直方市体育館 全額 ア 利用日前15日までに届出

があった場合 7割の額 

イ 利用日前5日から14日まで

の間に届出があった場合 5

割の額 

全額 

直方市民弓道場

(専用利用の場合

に限る。) 

全額 利用日前2日までに届出があっ

た場合 全額 

全額 



直方市民体育セ

ンター 

全額 利用日前2日までに届出があっ

た場合 全額 

全額 

直方市西部運動

公園 

全額 利用日前2日までに届出があっ

た場合 全額 

全額 

 

直方市民体育セ

ンター 

全額 利用日前2日までに届出があっ

た場合 全額 

全額 

直方市西部運動

公園 

全額 利用日前2日までに届出があっ

た場合 全額 

全額 

 

別表第1(第9条関係) 別表第1(第9条関係) 

直方市体育館附属設備等使用料 直方市体育館附属設備等使用料 

 品名 単位 金額 備考 

   円  

運動

器具 

バレーボール 1面1回 220 支柱、ネット(審判台、得点

板) 

バスケットボー

ル 

1面1回 330 台(一対) 

バドミントン 1面1回 110 支柱、ネット(審判台、得点

板) 

卓球 1台1回 110 卓球場を除く 台、支柱、ネ

ット(審判台、得点板) 

卓球用スクリー

ン 

1台1回 20  

庭球 1面1回 220 支柱、ネット 

徒手マット 1回 220  

放送

器具 

拡声装置 1式1回 1,100 マイクロフォン1個 

マイクロフォン 1個1回 110  

ワイヤレスマイ

クロフォン 

1個1回 550  

ワイヤレス受信

装置 

1式1回 220  

冷暖会議室 1時間 390  

 品名 単位 金額 備考 

   円  

運動

器具 

バレーボール 1面1回 220 支柱、ネット(審判台、得点

板) 

バスケットボー

ル 

1面1回 330 台(一対) 

バドミントン 1面1回 110 支柱、ネット(審判台、得点

板) 

卓球 1台1回 110 卓球場を除く 台、支柱、ネ

ット(審判台、得点板) 

卓球用スクリー

ン 

1台1回 20  

庭球 1面1回 220 支柱、ネット 

徒手マット 1回 220  

放送

器具 

拡声装置 1式1回 1,100 マイクロフォン1個 

マイクロフォン 1個1回 110  

ワイヤレスマイ

クロフォン 

1個1回 550  

ワイヤレス受信

装置 

1式1回 220  

冷房会議室 1時間 390  



房 小会議室① 1時間 130  

小会議室② 1時間 60  

その

他 

電光掲示板 1式1回 550 タイマーファール表示器 

机 1個1回 20 会議室を除く 

椅子 1脚1回 5 会議室を除く 

演台 1台1回 20  

コンセント 1kw1回 20  

持込設備用電源 1kw 100 電気使用量は、持込設備の消

費電力に基づき算出し、当該

電気使用量が1kw未満である

とき、又は当該電気使用量に

1kw未満の端数があるとき

は、その満たない数又は端数

は1kwとする。 

シャワー 1回 220  
 

   小会議室① 1時間 130  

小会議室② 1時間 60  

その

他 

電光掲示板 1式1回 550 タイマーファール表示器 

机 1個1回 20 会議室を除く 

椅子 1脚1回 5 会議室を除く 

演台 1台1回 20  

コンセント 1kw1回 20  

持込設備用電源 1kw 100 電気使用量は、持込設備の消

費電力に基づき算出し、当該

電気使用量が1kw未満である

とき、又は当該電気使用量に

1kw未満の端数があるとき

は、その満たない数又は端数

は1kwとする。 

シャワー 1回 220  
 

備考 備考 

1 単位における1回とは、条例別表第3に規定する利用時間帯

とする。ただし、9時から17時までの利用は2回利用、13時か

ら21時までの利用は3回利用、9時から21時までの利用は4回

利用とする。 

1 単位における1回とは、条例別表第3に規定する利用時間帯

とする。ただし、9時から17時までの利用は2回利用、13時か

ら21時までの利用は3回利用、9時から21時までの利用は4回

利用とする。 

2 消耗品(コートテープ、卓球の球等)は、使用者負担とする。 2 消耗品(コートテープ、卓球の球等)は、使用者負担とする。 

別表第4(第9条関係) 別表第4(第9条関係) 

直方市民球場及び直方市中泉市民球場附属設備等使用料 直方市民球場及び直方市中泉市民球場附属設備等使用料 

 品名 単位 金額 備考 

冷暖房 直方市民球場本部席 1時間 110円  

直方市中泉市民球場本部席 1時間 110円  
 

 品名 単位 金額 備考 

冷房   直方市民球場本部席 1時間 110円  

直方市中泉市民球場本部席 1時間        
 



附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



 

 

 

議案第 29号 

 

 

 

 

直方市体育館防犯カメラ設置運用要綱の一部を改正する告示 

について 

 

 

 

直方市体育館防犯カメラ設置運用要綱の一部を改正する告示について、

別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               令和 5年 3月 14日 

             直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

   

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 



直方市体育館防犯カメラ設置運用要綱の一部を改正する告示  

 

直方市体育館防犯カメラ設置運用要綱（平成 23年直方市教育委員会告示第4号）

の一部を次のように改正する。  

第2条中「別表第1」を「別表」に改める。  

第3条第1項中「適正な設置運用を図るため」を「適正な管理及び運用を図るた

め」に改め、同条第 2項中「別表第1に定める者とする」を「体育施設管理担当課

長をもって充てる」に改め、同条第 4項中「別表第1に定める者とする」を「体育

施設管理担当係長をもって充てる」に改める。  

第4条中「別表第1」を「別表」に改める。  

第6条第1項中「別表第1に定める場所とし」を「直方市体育館事務室とし」に改

める。 

別表第1を次のように改める。  

別表（第2条、第4条関係） 

施設 設置場所 台数 設置箇所 撮影方向 

直方市体育館 体育館敷地内 8台 南側駐車場（中

央付近） 

西方向 

南側駐車場（中

央付近） 

東方向 

東側駐車場（南

東側） 

北東方向 

東側駐車場（南

東側） 

南東方向 

西側駐車場（南

側） 

北方向 

西側駐車場（北

側） 

南方向 

卓球室(A) 西方向 

卓球室(B) 西方向 

 

附 則 



この告示は、公布の日から施行する。  

 



直方市体育館防犯カメラ設置運用要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

(設置目的) (設置目的) 

第2条 防犯カメラは、別表   に掲げる施設における犯罪及び事

故の防止のために設置するものとする。 

第2条 防犯カメラは、別表第1に掲げる施設における犯罪及び事

故の防止のために設置するものとする。 

(管理責任者等) (管理責任者等) 

第3条 教育委員会は、防犯カメラの適正な管理及び運用を図るた

め、管理責任者を置く。 

第3条 教育委員会は、防犯カメラの適正な設置運用を図るため  

  、管理責任者を置く。 

2 管理責任者は、体育施設管理担当課長をもって充てる。 2 管理責任者は、別表第1に定める者とする           。 

3 省略 3 省略 

4 操作取扱者は、体育施設管理担当係長をもって充てる。 4 操作取扱者は、別表第1に定める者とする           。 

(設置の場所及び設置台数等) (設置の場所及び設置台数等) 

第4条 防犯カメラの設置の場所、設置台数、設置箇所及び撮影方

向については、別表   のとおりとする。 

第4条 防犯カメラの設置の場所、設置台数、設置箇所及び撮影方

向については、別表第1のとおりとする。 

(画像の管理) (画像の管理) 

第6条 録画装置の保管場所は、直方市体育館事務室とし 、管理

責任者又は操作取扱者は、適正に管理しなければならない。 

第6条 録画装置の保管場所は、別表第1に定める場所とし、管理

責任者又は操作取扱者は、適正に管理しなければならない。 

2～6 省略 2～6 省略 

別表(第2条、第4条関係) 別表第1(第2条、第3条第2項及び第4項、第4条第1項、第6条第1項

関係) 

施設 設置場所 台数 設置箇所 撮影方向 

直方市体育館 体育館敷地内 8台 南側駐車場

(中央付近) 

西方向 

南側駐車場

(中央付近) 

東方向 

施設 設置場

所 

台数 設置

箇所 

撮影

方向 

管理責

任者 

操作取

扱者 

録画装置

保管場所 

直方市

体育館 

体育館

敷地内 

3台 南側

駐車

場

西方

向 

体育施

設担当

課長 

指定管

理者 

統括責

体育館事

務室 



東側駐車場

(南東側) 

北東方向 

東側駐車場

(南東側) 

南東方向 

西側駐車場

(南側) 

北方向 

西側駐車場

(北側) 

南方向 

卓球室(A) 西方向 

卓球室(B) 西方向 
 

(中

央付

近) 

任者 

南側

駐車

場

(中

央付

近) 

東方

向 

東側

駐車

場

(南

西

側) 

北東

方向 

 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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報告第 32号 

令和５年３月定例会一般質問 

 

１．安永 浩之 議員（１番）一問一答 

１．多世代交流スペース「ここっちゃ」について          

２．部活動の地域移行について                 学校教育課 

今後福岡県から出される部活動の地域移行に関する通知を基に、協議会などの 

体制を整えるとともに、具体的な推進計画を立てる。 

３．選挙啓発について                      

 

２．村田 明子 議員（１７番）一問一答 

１．消防庁舎施設の問題について                 

２．直方市立中学校の校則について               学校教育課 

  中学校の校則は、学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内に 

おいて定められるものであり、児童生徒の実情、社会の常識などを踏まえながら、 

生徒の思いを大切にして見直すよう学校を支援していく。 

 

３．渡辺 克也 議員（１５番）一問一答 

１．直方市が設置している施設の管理運営について         

 

４．森本 裕次 議員（４番）一問一答 

１．市立体育館建設に向けての目標設定について    文化・スポーツ推進課 

体育施設と文化施設も含めての全体的な施設更新について、検討を進めている。 

来年度のスポーツ推進計画の見直しの際には、スポーツ推進や施設の在り方について 

検討をしていく。 

２．令和５年１月寒波における水道管被害と空家対策について    

                                

５．野下 昭宣 議員（７番）一問一答 

１．市長の政治姿勢と直方の観光資源の活用について        

２．市長の政治姿勢とアドックスの運営について          

 

６．矢野 富士雄 議員（１６番）一問一答 

１．リニューアルした「直方五日市」について           

２．小・中学校給食で使われている食材の地産地消の現状について 教育総務課 

 給食は大量の食材を必要とすること、早朝に 11 小学校配達する必要があること、 

見積合わせをするため計画的な生産ができないという課題があるが、農業振興課 

や生産者、給食関係者等と協議し、解決策を見出していきたい。 
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７．髙宮 誠 議員（１２番）一問一答 

１．不登校・ひきこもり支援について              学校教育課 

  国から、地域における関係機関や NPO 等の民間団体等と連携したアウトリーチ 

支援に関する補助事業等についての通知が出された場合は、その事業を活用した支 

援策について調査研究する。 

 

８．澄田 和昭 議員（１１番）一問一答 

１．４月に開設される「子ども家庭庁」の直方市の組織と具体的子ども支援策について 

２．「子どもコミッショナー」の創設について 

 

９．渡辺 和幸 議員（１０番）一問一答 

１．就学援助制度の拡充について                教育総務課 

就学援助の認定基準は自治体により様々であるが、直方市は近隣自治体の中では 

低いほうである。一方、受給割合は児童生徒の３割程度と近隣では最も高い水準に 

あるため、支出額も多く、制度の拡充は難しい。 

２．直方市（市民部）における福祉、医療等の政策について     

 

10．篠原 正之 議員（３番）一問一答 

１．独居高齢者及び生活保護者（世帯）への対応について     

                               

11．那須 和也 議員（９番）一問一答 

１．今後の新型コロナウイルス感染症対策について        

２．物価高騰から市民の生活を守る施策について     企画経営課・各部 

教育委員会では、小中学校の２、３学期分の給食費無償化と食材費補助、高校生等 

一人に３万円を支給する高校生等学業支援金給付事業、保育所・幼稚園等の給食副 

食費無償化と保育所等の光熱費高騰対策事業、乳幼児一人に３万円を支給する乳幼児 

紙おむつ代物価高騰分助成事業、ひとり親世帯以外の住民税非課税世帯の児童一人 

に５万円を支給する子育て世帯生活支援特別給付金事業を実施。 

 

12．渡辺 幸一 議員（５番）一問一答 

１．学校規模適正化について                  教育総務課 

来年度から、審議会を設置し、第一段階として「直方市における学校の適正規模」、 

 第二段階として「学校数や学校配置」について検討、計画を策定していく。 

その際は、地元自治会や地域住民から意見を聞くとともに、教職員へのアンケート、 

中学校区毎の説明会、パブリックコメントなどを実施しながら、小中学校全体として 

の規模の適正化、適正配置について検討していく。 
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13．三根 広次 議員（２番）一問一答 

１．高校生の通学路等におけるフリーＷｉ－Ｆｉ環境の整備について 

                              企画経営課 

14．紫村 博之 議員（１３番）一問一答 

１．パートナーシップ宣誓制度の導入について      市民人権同和対策課 

２．直方オートキャンプ場について              都市計画課 

 

15．宮園 祐美子 議員（１４番）一問一答 

１．マイナンバーカードについて            市民人権同和対策課 

２．観光案内板について                   商工観光課 

 



報告第33号 

 

教職員研修補助金交付要綱を廃止する告示  

 

教職員研修補助金交付要綱（平成 3年4月1日直方市実施）は、廃止する。  

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。  

 



報告第34号 

 

直方市学校保健会補助金交付要綱の一部を改正する告示  

 

直方市学校保健会補助金交付要綱（平成 28年直方市告示第239号）の一部を次

のように改正する。  

附則第2項中「令和5年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。  

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。  

 

- 1 -- 1 -



直方市学校保健会補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。 2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。 

附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

 

- 2 -- 2 -



報告第35号 

 

直方市保育所等給食支援費補助金交付要綱の一部を改正する告示  

 

直方市保育所等給食支援費補助金交付要綱（令和5年直方市告示第6号）の一部

を次のように改正する。  

第3条中「令和5年2月分」を「令和5年3月分」に改める。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

- 1 -- 1 -



直方市保育所等給食支援費補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

(補助金の額) (補助金の額) 

第3条 補助金の額は、1施設あたり基本単価750円（副食のみを提

供する場合は450円）に各月初日時点の利用児童数と月数を乗じ

た基準額と、令和4年4月分から令和5年3月分の保育所等の給食

材料費上昇分の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費

から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少な

い額とする。 

第3条 補助金の額は、1施設あたり基本単価750円（副食のみを提

供する場合は450円）に各月初日時点の利用児童数と月数を乗じ

た基準額と、令和4年4月分から令和5年2月分の保育所等の給食

材料費上昇分の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費

から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少な

い額とする。 

  

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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報告第36号 

 

直方市文化芸術奨学補助金交付要綱の一部を改正する告示  

 

直方市文化芸術奨学補助金交付要綱（令和 2年直方市告示第76号）の一部を次の

ように改正する。  

附則第2項中「令和5年」を「令和7年」に改める。  

 

附 則 

この告示は、令和5年4月1日から施行する。  

 

- 1 -



直方市文化芸術奨学補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。 2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。 

 

附 則 

この告示は、令和5年4月1日から施行する。 

- 2 -


